
はじめに

クラス・アクションでは、集団であるクラスの代表が訴えの提起と追行

を行う。これは通常の民事訴訟とは異なり、権利または利益を侵害された

者が単独で行なう訴えではない。いわば例外的な訴訟となるため、それが

必要とされない限り手続を開始すべきではなく、クラス・アクションの必

要性を満たすための要件が必要となる。連邦民事訴訟規則Rule 23(a)は、

請求される救済がいかなるものであれ、集団代表訴訟としてのクラス・ア

クションを成立させる要件を定める（1）。その中でもRule 23(a)(3)は、典型

性(typicality)の要件、すなわちクラス代表者の請求および抗弁がクラス全

体の請求および抗弁に典型であることを求めている。

しかし、1966年の連邦民事訴訟規則改正諮問委員会は、この要件の意

味について解説を加えていない。その結果、制定意図が不明になってお

り、類似する文言をもつRule 23(a)の他の要件と重複して解されているお

それがある。Rule 23(a)(2)に定められる争点の事実上および法的な共通性

の要件および(a)(4)の適切な代表の要件が、同様の内容を指していると解

されていることである。合衆国最高裁判所は、司法経済ならびに司法の効

率性の担保、および正当な代表の根拠となるために、典型性の要件が共通

（1）　FED. R. CIV. P. 23(a). この要件とは、第１に訴えを併合できない程に多数の当事者
が存在する場合であり、第２に多数の当事者で構成される集団、すなわちクラスに
事実上または法的な共通の争点が存在することであり、第３に本稿で扱う代表者の
請求と抗弁がその他のクラス構成員のそれと典型であることであり、そして第４に
代表者が集団を適切に代表できることである。
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性の要件と融合できると述べている（2）。一方州裁判所では、クラス代表者

の請求が他のクラス構成員の利益を実質的に促進しているか否かを判定す

る基準として、典型性の要件を位置づけている（3）。このように連邦民事訴

訟規則Rule 23(a)におけるクラス・アクションの成立要件たる典型性の目

的についての解釈が異なっているため、その存在意義が不明なのである。

そこで本稿では、典型性の要件がクラス・アクション成立の要件としてい

かなる概念と判定基準をもつのかについて考察する。

一　典型性とその他の要件との交錯

１．典型性概念の不明

1966年に連邦民事訴訟規則が改正され、Rule 23(a)でクラス・アクショ

ンの成立要件の一つとして典型性が規定された。改正諮問委員会はこの要

件の概念および目的について何ら明らかにしていない（4）。同委員会委員で

あったハーバード大学ロー・スクール教授のカプラン (Benjamin Kaplan) 

は、少なくともクラス代表がクラス全体の利益と密接な連携関係にある 

(squarely aligned) ことが典型性の目的であると述べていた（5）。しかし、改

正諮問委員会はカプランによる解釈をRule 23の注釈で言及しなかったた

め、典型性の概念およびその目的は不明なままにされたのであった。

クラス・アクションを成立させる必要不可欠な前提として、Rule 23(a)

(3)の典型性の要件は、(a)(2)の争点の共通性および(a)(4)の適切な代表の

それぞれの要件と重複して総合的に解釈されてきた経緯がある。1982年

に合衆国最高裁判所はGeneral Telephone Co. of Southwest v. Falconで、こ

れを明確に示していた。

（2）　Amchem Prods., Inc. v. Windsor, 521 U.S. 591, 626 n.20 (1997).

（3）　See, e.g., Phillip Morris Inc. v. Angeletti, 752 A.2d 200, 226 (Md. 2000).

（4）　FED. R. CIV. P. 23, Advisory Committee Note.

（5）　Benjamin Kaplan, Continuing Work of the Civil Committee: 1966 Amendments of The 

Federal Rules of Civil Procedure (Ⅰ) , 81 HARV. L. REV. 356, 387 (1967).
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Rule 23(a)に定める共通性と典型性の要件は融合する傾向にあ

る。両者とも、特定の状況の下でクラス・アクションを維持する

ことが経済的になるのか、またクラス代表の請求とクラス全体の

請求が、出廷しないクラス構成員の利益を公正かつ適切に保護す

る上で相互関係にあるか否かを決定する道標として機能する。す

なわち、これらの要件は…適切な代表の要件とも融合する傾向に

ある（6）。

このように典型性の要件は、他の要件と相互に関連する概念と位置づけ

られている。最近でも2011年に合衆国最高裁判所はWal-Mart Stores, Inc. v. 

Dukes（7）で本判断を継受している。その結果、典型性は独立した要件には

ならず、その存在理由が問われることになる。そこで、1966年に連邦民

事訴訟規則が改正されて現行のクラス・アクションが出現した直後の裁判

例を素材に、共通性および適切な代表の各々の要件との関連性から典型性

の概念を検討することにする。

２．Rule 23(a)(2)の共通性との関連

Rule 23(a)(2)は、「クラスに共通の法的または事実上の争点」が存在し

なければクラス・アクションの成立を認めない、いわゆる共通性の要件を

規定している（8）。従前より、多くの論者および裁判例ともこの共通性の要

件を典型性の要件と同等なものであると解釈しており、典型性の要件が

単独で審理されることはなかった（9）。1938年の連邦民事訴訟規則制定の際

に、クラス・アクションの成立要件に典型性を入れることを主張したムー

（6）　457 U.S. 147, 157-58 (1982) .

（7）　564 U.S. 338, 349 n.5 (2011) . なお、本判決については楪博行「クラス・アクション
の要件(Duke v. Wal-Mart)」ジュリスト別冊アメリカ法判例百選146-147頁・有斐閣 

(2012) に紹介がある。
（8）　FED. R. CIV. P. 23 (a)(2).

（9）　Note, Federal Civil Procedure－Class Actions－Rule 23(a)(3) Typicality Requirement 

Has Independent Meanings, 25 KAN. L. REV. 126, 129 (1976).
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ア(Moore)は、1966年改正以降ではRule 23(a)(3)の規定が不要であると述

べている。典型性要件がRule 23の他の要件と内容的に重複しているという

理由からである（10）。

共通性と典型性を重複して解釈した裁判例には、1973年に出されたペ

ンシルバニア州東部地区連邦地方裁判所判決の、Gibbs v. Titleman（11）があ

る。原告は、売買代金の支払完了まで売主が目的物の権原を留保する条件

付契約(conditional sale)にしたがい車の占有回復を定めるペンシルバニア

州法が合衆国憲法違反であると主張し、当該契約で車を購入して占有回復

を行った者すべてを代表したクラス・アクションを提起した。本判決は、

本件訴えがクラス・アクションに該当すると判断した。車の占有回復を定

めるペンシルバニア州法の合憲性の有無が、法的に共通の争点に該当する

と述べたのである（12）。さらに、ペンシルバニア州法に関連した争点が必然

的にクラス構成員の請求および抗弁と典型であるため、典型性の要件も満

足されると付言したのである（13）。

Gibbs判決と同様な方法で典型性の判断を行ったのが、1975年に出され

たテキサス州北部地区連邦地方裁判所のSatterwhite v. City of Greenville（14）

である。原告である女性は、グリーンヴィル市(City of Greenville)の市営

空港管理人に応募したが採用されなかった。この不採用決定が市民権法第

Ⅶ編の禁ずる性差別に基づいてなされたと主張してクラス・アクションを

提起した。本件訴えは、被告のグリーンヴィル市の性差別的雇用政策によ

り被害を受け、または将来受けるであろう者で構成されるクラスを、原告

が代表したものであった。本判決は、クラス・アクションの成立を承認し

なかった。原告の夫が主要な空港利用者であるとともに空港内に分割され

（10）　3B MOORE’S FEDERAL PRACTICE§23.06-2, at 23-185 (2d. ed. 1980).

（11）　369 F. Supp. 38 (E.D. Pa. 1973).

（12）　Id. at 52.
（13）　Id.

（14）　395 F. Supp. 698 (N.D. Tex. 1975).
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た区画の賃借人であるため、他のクラス構成員とは利害関係が異なってい

たためである。法的ならびに事実上の争点の共通性だけでなく、請求と抗

弁についての典型性が不在であることが（15）その判断理由であったのであ

る。

以上の２つの連邦地方裁判所判決が示すことは、Rule 23(a)(2)に規定さ

れるクラス・アクションの要件である争点の共通性と、(a)(3)に定められ

る典型性の要件が実質的に同等なものであるという認識である。これら２

つの要件を重複して審理することは、共通性と典型性の区別が不要とな

り、典型性要件の存在理由が否定されるわけである（16）。

一方で、クラス代表者と他のクラス構成員の請求が、同一の事件から発

生するまたは同一の法的根拠に基づくのであれば、典型性の要件を満たす

と判定する考えがある（17）。しかし、同一の事件または法的根拠が意味する

ことは、畢竟するに共通の事実上または法的な争点が存在していることで

あり、この考えも典型性の概念を示すものではない。

現在でも典型性と共通性の要件が重複していることを前提として、これ

ら２つの要件の具備を同時に検討する裁判例が存在する。いくつかの連邦

巡回区控訴裁判所は、典型性と共通性を判決文中の同一項目で検討してい

る（18）。ただし、これらを全く同一のものとして扱っているわけではない。

共通性の要件を、個々のクラス構成員の損害に何らかの共通性を求めてい

ると解している。一方で、典型性の要件については、クラス代表の請求お

よび抗弁がその他のクラス構成員のそれらと典型となっているかに焦点を

あてている。すなわち、各々独立した要件と位置づけているのである（19）。

（15）　Id. at 701.
（16）　Benjamin Kaplan, Continuing Work of the Civil Committee: 1986 Amendments of The 

Federal Rules of Civil Procedure (Ⅰ) , 81 HARV. L. REV. 356, 387 (1967).

（17）　1 NEWBERG ON CLASS ACTIONS§1115b at 185 (1977). 

（18）　See, e.g., Hassine v. Jeffes, 846 F.2d 169, 176-78 (3d Cir. 1988); Ball v. Union Carbide 

Corp., 385 F.3d 713, 728 (6th Cir. 2004). 

（19）　Armstrong v. Davis, 275 F.3d 849, 868 (9th Cir. 2001).
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法的または事実上共通の争点が１つだけ存在したとしても、クラスの請

求が一体化できるのであれば、共通性の要件が満足されるととらえてい

る（20）。また、クラス代表とその他のクラス構成員の請求が事実上または法

的な類似性を十分にもつのであれば、典型性の要件が満足されると判断し

ている（21）。したがって、典型性はクラスとしての一体化を図る要件として

機能することが求められているわけである（22）。典型性の要件は、従前とは

異なり厳格な要件に変貌していることになる（23）。

３．Rule 23(a)(4)の適切な代表要件との関連

Rule 23(a)(4)は、クラス・アクションの成立要件として、クラス代表

者が公正かつ適切にクラスの利益を保護することを求めている（24）。本規定

は、クラス代表の個々の利益がその他のクラス構成員の利益と緊密な連携

関係(aligned with)にあることを前提にしていると解釈されている（25）。クラ

ス代表が訴訟を通じて自らの利益を主張すれば、他のすべてのクラス構成

員の利益も相関的に促進しなければならないわけである。したがって、適

切な代表の要件は、利益を媒介にクラス代表とその他のクラス構成員を連

結することを目的としたものなのである。

いくつかの裁判例では、典型性の要件と適切な代表の要件とを重複し

て判断している。クラス代表の利益とその他のクラス構成員の利益との

（20）　See, e.g., O’Connor v. Uber Technologies, Inc., 2015 WL 5138097, *9 n.4 (N.D. Cal. 

2015). 2011年まで共通性は他の要件と比べて緩和されたものととらえられていた。
「典型性の要件と(Rule 23(b)(3)の)優越性の要件と比べて、共通性の要件は相対的
に効力のないものである」と認識されていた。In re Puerto Rican Cabotage Antitrust 

Litigation, 269 F.R.D. 125, 131 (D. P.R. 2010). この認識は2011年の合衆国最高裁判所
判決で否定されるに至っている。See, Wal-Mart Stores, Inc. v. Dukes, 131 S. Ct. 2541 
(2011).

（21）　In re navy Chaplaincy, 2014 WL 4378781, *16 (D. D.C. 2014).

（22）　Blain v. Smithkline Beecham Corp., 240 F.R.D. 179, 187 (E.D. Pa. 2007).

（23）　1 NEWBERG ON CLASS ACTIONS, 5th ed.§3:31 (updated in 2016).

（24）　FED. R. CIV. P. 23(a)(4).

（25）　Kaplan, supra note 16, at 387 n. 20.
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緊密な連携関係を、典型性の判定基準とするのである。これを採るのが

第２巡回区連邦控訴裁判所判決のInmates of the Attica Correctional Facility 

v. Rockefeller（26）である。本件はニュー・ヨーク州にあるアティカ刑務所

(Attica Correctional Facility)の在監者が、1971年に発生した暴動に関して

彼らへの取調を禁ずる差止命令を求めてクラス・アクションを提起した事

件である。本判決は、すべての在監者が取調を受けているので、共通性の

要件が満たされていると判断した。しかし、一部の在監者のみが暴動に参

加して起訴されていること、また暴動に参加しなかった在監者のみが他の

者の犯罪行為について証言を行い、その際に証言を望む者と望まない者に

分かれているという理由で、本件クラス・アクションの典型性を否定した

のである（27）。本判決での典型性は、クラス代表とその他のクラス構成員間

での請求および抗弁ではなく、むしろクラス構成員間での利害関係に焦点

を当てて判断されたものであった。適切な代表について言及していないも

のの、クラス構成員間の利益に連携関係がないことを理由として典型性を

否定している点は、実際には適切な代表の要件を満足していないことを意

味するのである。

一方で、「Rule 23(a)(3)の要件がRule 23(a)(4)の要件と同等なので、…

両規定の解釈はRule 23(a)(4)について行う」（28）と述べて、典型性を独立し

た要件とせず、適切な代表のみをクラス・アクションの要件と解する裁判

例がある。これは例外的であり、裁判例の多くは適切な代表と適切性の要

件とを並置し、主として前者を検討するのである。その際に次の３つの

基準のいずれかが満たされなければならない。第１が、利益基準(benefit 

test)である。この基準が適用された場合、クラスが訴訟から利益を受ける

と判定されれば、典型性と適切な代表の両要件が満たされることになる。

（26）　453 F.2d 12 (2d Cir. 1971) .

（27）　Id. at 24.
（28）　DuPont v. Perot, 59 F.R.D. 404, 409 (S.D. N.Y. 1973) .
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例えば、Eisen v. Carlisle & Jacquelin（29）ではこの基準を採用した。本件で

はニュー・ヨーク証券取引所で端株の売買を行った約400万人のクラスで

構成される訴えが、クラス・アクションとして成立するのかが争われた。

第２巡回区連邦控訴裁判所は典型性の要件が満足されていると判断した。

個々の端株取引の事実と違法性の程度は異なっているが、原告の主張する

違法性がすべての売り手と買い手に等しくなされたものであることがその

理由であった（30）。適切な代表の要件は、「原告の請求がすべてのクラスの

典型となっていることと同然である」（31）と判断されたのである。

第２が対立不在基準(no conflict test)である。クラス代表とクラスの間

の請求が対立関係にないことを求めるものである。ニュー・ヨーク州南部

地区連邦裁判所はWeiss v. Tenney Corp.（32）において、適切な代表とはクラ

ス代表である原告が他のクラス構成員と利害対立がないことを意味すると

述べている（33）。本件はTenney社の株式が故意および過失による不実表示に

より発行されたと主張して、クラス代表が同社に対して損害賠償請求をし

た事件である（34）。本判決は、Tenney社の株式を購入したすべての者は同一

の虚偽表示を信頼しており、「原告の利益はどのような形であってもクラ

スの他の構成員の利益と相反しない」（35）と述べて、典型性の要件が満たさ

れると判断したのである。

第３が完全同一基準(exact equation test)である。クラス代表がクラスの

利益代表になることを求める基準である。この基準の下では、クラス代表

として訴えを提起する原告は、自らの請求がクラス全体の利益に典型であ

（29）　391 F.2d 555 (2d Cir. 1968) .

（30）　Id. at 562.
（31）　Id.

（32）　47 F.R.D. 283 (S.D. N.Y. 1969) .

（33）　Id. at 290.
（34）　本件訴訟は1933年の証券法(Securities Act of 1933, 15 U.S.C.§77a) および1934年

の証券法(Securities Act of 1934, 15 U.S.C.§78a) に基づいて提起されている。
（35）　Weiss v. Tenney Corp., 47 F.R.D. at 290.
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り、それを代表していることの挙証責任を負うことになる（36）。インディア

ナ州北部地区連邦地方裁判所はMudd v. Busse（37）においてこの基準を採用

し、次のように述べている。「クラス代表が自らまたは一部のクラス構成

員に特有の請求または抗弁に利益をもつことの兆候が現れれば、裁判所は

代表が不適切であることを理由としてクラス・アクションの成立を認めな

くてもよい」（38）。そこで、完全同一基準の下では、典型性の要件はクラス

代表と構成員の間における利益の同一性となり、適切な代表の要件に完全

に合致するものととらえられることになる。

以上の３つの基準に共通することは、適切な代表および典型性の要件と

もクラス代表とクラス構成員との間に同一の利益の存在を前提にしている

点である。したがって、これら２つの要件は実質上同等となり、クラス代

表とクラス構成員との間に利害対立がなければ、両者とも満足されること

になる（39）。多くの裁判所が完全な利益の同一を求めているわけではないと

解されているからである（40）。

裁判所が採る同一の利益を緩和して判断する基準には、まずクラス構

成員間で事実の相違が存在しても同一の利益が存在すると推定するもの

がある。これを示す事例には、裏付け調査なしの新聞発表を信頼して被

告に普通株を売却した株主が、被告に対して損害賠償を請求した事件があ

る。ニュー・ヨーク州南部地区連邦裁判所はCannon v. Texas Gulf Sulphur 

Co.（41）で、個々のクラス構成員間で事実関係が異なったとしても、同一の

（36）　Note, supra note 9, at 132.
（37）　68 F.R.D. 522 (N.D. Ind. 1975).

（38）　Id. at 529.
（39）　これについて、ニュー・ヨーク州南部地区連邦地方裁判所は、Robertson v. 

National Basketball Association (389 F. Supp. 867 (S.D. N.Y. 1975).)で、「Rule 23(a)(3) 

とRule 23(a)(4)の要件は実質的に同一であり…クラス代表の利益はクラス構成員の
利益と同一でなければならず、相反してはならない」(Id. at 898.) と述べており、明
確に２つの要件を同一視しているのである。

（40）　7 C. WRIGHT & A. MILLER, FEDERAL PRACTICE AND PROCEDURE: CIVIL§1764, at 612  
(1972).

（41）　47 F.R.D. 60 (S.D. N.Y. 1969) .
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利益が満足されることを示したのである。個々のクラス構成員は様々な事

情から株式を売却したが、被告の詐欺的な動機がクラス構成員全体に広く

影響を及ぼしているので、原告であるクラス代表の利益とクラス構成員の

利益とが同一であると判断したのである（42）。

次の基準は、損害賠償額の相違が存在しても、同一の利益が存在する

と判断するものである。この基準の適用例には、雇用慣行(employment 

practice)での権利侵害を主張したクラス代表が、クラス・アクションを提

起した事件がある。Vuyanich v. Republic National Bank of Dallas（43）であり、

テキサス州東部地区連邦地方裁判所は同一の意図により個々のクラス構成

員が損害を受けているので、彼らに対する雇用慣行の間に十分な連結があ

り、損害賠償額が異なっても典型性と適切な代表が満足されると判断した

のである（44）。

同一の利益基準が満たされるには、第１にクラス代表とその他のクラス

構成員の利益が同一の広がりをもっているか、第２にこれらの利益の間に

何らかの相反が存在するか否か、そして第３にクラス代表の代表能力に関

する事実について、裁判所がそれぞれ検討することになる（45）。同一の利益

に焦点を当てることにより、典型性と適切な代表の２つの要件の具備を判

断する包括的基準として機能することになるのである。

以上の典型性要件と適切な代表の要件具備の判断を各々独立せず一括し

て行う方法は、これら２つの要件を重複するものととらえる多くの裁判所

で現在も行われている（46）。クラス代表とクラス構成員との間の利害対立に

より密接な連携関係が否定され（47）、クラス代表とクラス構成員の利益が無

（42）　Id. at 63.
（43）　78 F.R.D. 352 (E.D. Tex. 1978) .

（44）　Id. at 356.
（45）　DuPont v. Perot, 59 F.R.D. at, 410.
（46）　Woods v. Vector Marketing Corporation, 2015 WL 5188682, *12 (N.D. Cal. 2015). 本

判決では、典型性と適切な代表の要件が密接に関連する性質をもつために、多くの
裁判所では一括してそれが満足されるか検討されてきたと述べている。Id.

（47）　In re Schering Plough Corp. ERISA Litigation, 589 F.3d 585, 602 (3d Cir. 2009).
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関係と判定される場合には、クラス・アクションの成立が承認されないこ

とになる（48）。

一方で、現在では典型性要件と適切な代表の要件を各々独立したものと

とらえる裁判所が複数存在する。これらの裁判所は、典型性については、

クラス代表の請求とその他のクラス構成員の請求との間に近似性が存在す

るかを検討している。また適切な代表については、利害対立など訴訟追行

でクラス代表に影響を与える原因を分析するのである（49）。したがって、典

型性と適切な代表の要件を一括もしくは個別に判断しても、結果的には典

型性におけるクラス代表とクラス構成員の請求の近似性判定を除き、実体

的には相違が存在しないといえるのである（50）。

二　典型性の要件の概念とその判断基準

以上概観してきた典型性要件と他の要件との重複から導き出される典型

性の概念とその判断基準は、第１が、クラス代表とクラス全体の損害と

の間に十分な関連があることであり、複数の当事者を集団として位置づ

けられるかに焦点が当てられる（51）。1973年に連邦第９巡回区控訴裁判所は

LaMar v. H&B Novelty & Loan Co.（52）で、質屋の顧客がオレゴン州のすべ

ての質屋を相手取り、連邦貸付誠実法(Truth in Lending Act)（53）に違反し

（48）　Gray Plastic Packaging Corp. v. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc., 903 F.2d 

176, 180 (2d Cir. 1990).

（49）　Soutter v. Equifax Information Services, LLC, 307 F.R.D. 183, 211 (E.D. Va. 2015).

（50）　NEWBERG ON CLASS ACTIONS, supra note 23, at§3:32. クラス代表の代理人とクラス
構成員間の利害対立については、現在ではクラス代表の適切な代表要件の考慮事項
ではない。2003年に合衆国議会によりRule 23(g)の改正が行われ、同項がクラス代
理人の適切性判断の根拠となったためである。したがって適切性要件は、あくまで
もクラス代表について検討されることになった。

（51）　In re American Medical Systems, Inc., 75 F.3d 1069, 1082 (6th Cir. 1996).

（52）　489 F.2d 461 (9th Cir. 1973).

（53）　Pl. 90-321, 82 Stat. 146, 15 U.S.C. ch. 41§1601. 本法は、消費者に主たる居所へ
リーエン(lien：優先弁済権)を設定された一定の信用取引の解除権を認めていた。ま
た、一定のクレジット・カード決済を規制するとともに、クレジット・カード利用
の請求にかかる紛争を公正かつ迅速に処理する方法も定めていた。
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たことを主張して損害賠償を求めたクラス・アクションの成立の是非を審

理した（54）。本判決は、原告クラスとすべての被告との間に取引関係がある

ため、共通の争点が存在することを認定した（55）。「原告代表の被告に対す

る請求の原因がクラス構成員のそれと関連しなければ、典型性が欠けてい

ることになる」（56）と述べている。本判決は、クラス内部での請求の原因の

関連を典型性と解したわけである（57）。共通性の要件のみでは、クラス代表

とその他のクラス構成員とのクラスとしての一体化を見落とす（58）。そこで

この典型性の解釈はこれを防止する目的をもっていたといえよう。

LaMar判決以降、典型性を代表当事者とその他のクラス構成員との利益

の相関関係を表す要件とする傾向が見られるようになった。すなわち適切

な代表の要件との重複である。そこで典型性の要件の判断には、クラス代

表がその他の者との利益に直接連携しているか否かの基準が用いられるこ

とになる（59）。ただし裁判例は、クラス代表の連携意思ではなく、その意思

が目的とするクラス構成員の利益促進の結果に焦点を当てる。クラス代表

が私益を追求したとしても、他のクラス構成員の利益がそれと相関して促

（54）　LaMar v. H&B Novelty & Loan Co., 489 F.2d at 462.
（55）　Id. at 465.
（56）　Id.

（57）　Id. at 463. 本判決による典型性の解釈が裁判所制度上の要請にあるとすれば、合
衆国憲法第Ⅲ編の司法権と密接に関連するはずである。しかし、本判決は合衆国憲
法第Ⅲ編が典型性の要件にいかなる意味を与えているのか言及していない。本判決
は、クラス代表者であるLaMarが、他のクラス構成員のみが被った損害も含めてそ
の賠償請求をする訴えを提起したことにつき典型性の要件を満たさないと判断して
おり、これは第三者の損害に対する当事者適格の是非を巡る議論と同等なものとな
る。アメリカにおいては第三者の請求を提起する訴えの当事者適格を伝統的に認め
てこなかった経緯がある。See, Robert A. Sedler, Standing to Assert Constitutional Jus 

Tertii in the Supreme Court, 71 YALE L. J. 599 (1962). したがってクラス・アクション
が、代表原告に自らの請求のみならず第三者のものまで訴えを提起する原告適格を
与えることになるため、代表原告の請求を審理することにより他のクラス構成員の
請求まで考慮する必要がないととらえたのではないかとも考えられるのである。

（58）　Note, Developments in the Law; Class Actions, 89 HARV. L. REV. 1318, 1460 (1976). 

（59）　Kaplan, supra note 16, at 387 n. 120.

白鷗法学　第24巻２号（通巻第50号）（2017）84



進されているのであれば、典型性は満たされると判断するわけである（60）。

典型性の概念とその判断基準の第２は、クラス代表の利益がクラス全体

の利益と密接な連携関係にあることである。第１の基準と同様に、クラス

代表の利益追求がクラス全体の利益をも促進できることで、これが満足さ

れることになる（61）。

したがって、クラス代表と他のクラス構成員が被った損害が同一の事

件から発生した場合や、請求が同一の法的根拠でなされる場合には、典

型性が満たされたと判断できる（62）。1980年に合衆国最高裁判所はGeneral 

Telephone Co. v. E.E.O.C.（63）において、典型性の要件の目的がクラス代表

の請求によりクラス全体の請求を限定することであると述べていた（64）。こ

れを目的とすれば、クラス代表とその他のクラス構成員の請求の類似性、

すなわち救済の根拠となる法理の類似性(similarity)の有無が典型性の判断

基準となる（65）。そこで、クラス代表とその他のクラス構成員の請求との間

に何らかの差異(variation)が存在すれば、裁判所は典型性の要件が満たさ

れなかったと判断することになる（66）。ただし、同一であること(identical)

まで要求されていない。クラス代表の請求がクラス全体の請求と重要な特

質(essential characteristics)において同一であれば、典型性の要件が満た

されるととらえられているからである（67）。請求の原因がクラス代表特有の

（60）　See, e.g., In re Schering Plough Corp. ERISA Litigation, 589 F.3d at 599. 連邦第３巡
回区控訴裁判所は、クラス代表者とその他のクラス構成員との利益的相関関係を典
型性要件の判断基準としている。See, NEWBERG ON CLASS ACTIONS, supra note 23, at

§3:29, n.4.
（61）　Id.

（62）　これは多くの巡回区で採用される基準である。第２巡回区、第３巡回区、第５巡
回区、第６巡回区、第９巡回区、そして第10巡回区である。Id. at§3:29, n.5. 

（63）　446 U.S. 318 (1980).

（64）　Id. at 330.
（65）　James v. City of Dallas, Tex., 254 F.3d 551, 571 (5th Cir. 2001).

（66）　Deiter v. Microsoft Corp., 436 F.3d. 461, 467 (4th Cir. 2016).

（67）　Arreola v. Godinez, 546 F.3d 788, 798 (7th Cir. 2008).

クラス・アクションにおける典型性の要件について（楪） 85



ものではなく、他のクラス構成員のそれも同一または類似する場合には、

典型性の要件は満足されるのである（68）。

三　典型性の要件が満足できない場合

それでは、クラス代表とクラス全体の請求との間にいかなる差異が存在

すれば、典型性の要件の具備が否定されるのか。鍵となるのが、重要な特

質における差異である。これは案件により内容が異なる。まず独占禁止法

の価格協定の案件では、クラス構成員が被告から購入した製品、その価

格、そして購入方法についての差異は重要な特質に該当せず、典型性が満

足される（69）。請求が価格協定から生じているため、価格協定自体が重要な

特質となるためと推定できる。次に消費者詐欺案件においては、クラス代

表およびクラス全体のいずれの請求も同一の詐欺を原因とする場合には、

重要な特質での差異がなく典型性が認められている（70）。これは製造物責任

案件と同様である。各々のクラス構成員の瑕疵のある製造物の型番に差異

が存在しても、クラス代表の請求がその他のクラス構成員との間で製造者

の同一の過失を原因とするものであれば、典型性は満たされると判断され

ている（71）。

証券詐欺の案件においては、証券取得価格および取得方法の差異があっ

ても、損害を引き起こした原因がクラス全体に同一のものであれば、典型

性要件が満たされると判断されている（72）。クラス代表のみによるインター

（68）　Wolin v. Jaguar Land Rover North America, LLC, 617 F.3d 1168, 1175 (9th Cir. 2010).

（69）　See, e.g., In re Processed Egg Products Antitrust Litigation, 312 F.R.D. 171, 180 (E.D. 

Pa. 2015).

（70）　See, e.g., Suchanek v. Sturm Foods, Inc., 311 F.R.D. 239, 255 (S.D. Ill. 2015).

（71）　See, e.g., In re Inter-Op Hip Prothesis Liability Litigation, 204 F.R.D. 330, 342 (N.D. 

Ohio 2001). 本判決は、臀部に移植されたインプラントの型式がクラス構成員間で異
なっていたが、過失による製造上の瑕疵は同等であるため、クラス代表の請求とそ
の他のクラス構成員の請求には典型性が認められると判断した。

（72）　Newton v. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc., 259 F.3d 154, 184-85 (3d Cir. 

2001).
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ネット上からの証券取得（73）、証券詐欺の開示後の取得（74）、また異なる情報

源に基づく取得であっても、典型性は否定されないのである（75）。しかし、

市場動向によるものではなくクラス代表が自ら証券価格を評価して取得し

た場合（76）、また弁護士との交渉や様々な証券会社を経由して株式を取得し

ている場合など、クラス代表特有の経験が取得原因となる場合には典型性

が否定されている（77）。したがって、他のクラス構成員との間で請求の原因

(cause of action)が相違すれば、重要な特質における差異となることが推

定されるのである。

雇用案件では、たとえクラス代表の雇用上の地位がクラス構成員のそれ

とは異なったとしても、少なくともそれと類似していれば典型性が満たさ

れると判断されてきた（78）。社内における地位の差が問題にならないのであ

れば、当然ながらクラス代表とその他のクラス構成員との間の給与差は典

型性を否定する要因とはならないことになる（79）。しかし、差別的処遇の対

象が異なる場合には典型性は満たされない。1982年に合衆国最高裁判所

はGeneral Telephone Co. of Southwest v. Falcon（80）において、クラス代表が

昇進上の差別を、その他のクラス構成員が採用における差別を主張してい

る場合には、典型性が欠けると判断している（81）。クラス構成員間で雇用差

別の対象が異なることは請求の原因における差異となり、これが重要な特

質による差異になるわけである。Falcon判決が示した請求の原因における

（73）　In re Credit Suisse-AOL Securities Litigation, 253 F.R.D. 17, 23 (D. Mass. 2008).

（74）　In re Recoton Corp. Securities Litigation, 248 F.R.D. 606, 619 (M.D. Fla. 2006).

（75）　Swack v. Credit Suisse First Boston, 230 F.R.D. 250, 261 (D. Mass. 2005).

（76）　Rocco v. Nam Tai Electronics, Inc., 245 F.R.D. 131, 136 (S.D. N.Y. 2007).

（77）　Hanon v. Dataproducts Corp., 976 F.2d 497, 508-09 (9th Cir. 1992).

（78）　Hnot v. Willis Group Holdings Ltd., 228 F.R.D. 476, 485 (S.D. N.Y. 2005). したがって
クラス代表のみが社内地位が高くても典型性が否定されないことになる。Adames v. 

Mitsubishi Bank, Ltd., 133 F.R.D. 82, 91 (E.D. N.Y. 1989).

（79）　Dukes v. Wal-Mart Stores, Inc., 603 F.3d 571, 613 (9th Cir. 2010).

（80）　457 U.S. 147.
（81）　Id. at 158-59.
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差異が典型性を否定する方向性は、その後も継受されている。例えば異な

る州および管理体制で業務を行っていたクラス代表の雇用差別は、その他

のクラス構成員のそれと典型ではないと判断されている（82）。

ところで、請求される救済の相違もまた典型性を否定する要因となるの

であろうか。救済の相違には、まずクラス代表とその他のクラス構成員と

の損害賠償請求額の相違が挙げられる。従前より裁判例は、クラス構成員

間での損害賠償額の相違にもかかわらず、典型性が満たされることを認め

てきた（83）。その理由は、この相違がクラス代表の救済を請求する上での利

益に影響を与えるものではないためである（84）。原告クラス構成員が被る損

害は、被告の行為から受ける影響の程度により変化する（85）。損害賠償額の

相違は、損害程度で決定されるわけである。そこで、典型性要件の判断基

準は、受ける損害賠償の多寡ではなくクラス代表とその他のクラス構成員

との質的類似性に求められていることになる（86）。

次に、クラス代表とその他のクラス構成員が請求する救済それ自体の相

違が挙げられる。クラス代表が差止命令(injunction)を請求しているにも

かかわらず、その他のクラス構成員が宣言的判決(declaratory judgment)

や、填補賠償(compensatory damages)ならびに懲罰的賠償(punitive 

damages)など損害賠償を請求する場合である。クラス代表とその他のク

ラス構成員が請求する救済それ自体に相違がある場合には、クラス代表の

利益とクラス全体の利益とは異なることになる。両者の利益に焦点を当て

ることになれば、救済それ自体の相違での典型性の判断は適切な代表の要

件から検討されることになる。そして、これらの利益に密接な連携関係が

なければ典型性が否定される。

（82）　Hively v. Northlake Foods, Inc., 191 F.R.D. 661, 667-68 (M.D. Fla. 2000).

（83）　See, e.g., Kornberg v. Carnival Cruise Lines, Inc., 741 F.2d 1332, 1337 (11th Cir. 

1984).

（84）　Wyatt v. Creditcare, Inc., 2005 WL 2780684, *4 (N.D. Cal. 2005).

（85）　Arreola v. Godinez, 546 F.3d at 800-01.
（86）　NEWBERG ON CLASS ACTIONS, supra note 23, at§3:43.
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1997年 の合衆国最高裁判所判決であるAmchem Products Inc. v. 

Windsor（87）では、クラスがアスベストに曝露されて疾病を発症した者と未

発症の者で構成されていたため、クラス代表が適切な代表となるかが検討

された（88）。本判決は、既に発生した損害の賠償と将来発生するであろう賠

償の請求が救済として異なるため、クラス代表の訴訟追行上の利益がクラ

ス全体のそれを促進するための連携関係にはないと判断したのである（89）。

本件は請求の量的相違である損害賠償額の相違とは異なり、質的相違とも

いえる救済の受領時期の相違を適切な代表の要件から検討した代表例とい

える。連邦下級審も、クラス代表とその他のクラス構成員の間で請求すべ

き救済が差止命令と損害賠償に分かれている場合には、適切な代表の要件

が満たされないと判断している。その理由として、クラス代表による訴え

の提起がクラス構成員の利益促進にはならないことが示されている（90）。救

済の相違について適切な代表要件から検討を加えるのは、当該要件がRule 

23(a)に規定するクラス・アクションの成立要件の中で、最も重要なもの

の１つであると認識しているためである（91）。

判例および裁判例が示す救済の相違による典型性を否定する場合は２

つ存在する。第１が、クラス代表とクラス構成員の少数が損害賠償を請

求し、大部分のクラス構成員が宣言的判決または差止命令を請求してい

る場合である（92）。例えば、保険契約者ではないクラス代表の損害賠償請求

は、差止命令を請求できる保険契約者であるその他のクラス構成員の請求

と典型とはいえないわけである（93）。第２が、クラス代表が団体であり、差

（87）　521 U.S. 591 (1997).

（88）　Id. at 625-26.
（89）　NEWBERG ON CLASS ACTIONS, supra note 23, at§3:42.
（90）　Colindres v. QuitFlex Mfg., 235 F.R.D. 347, 376 (S.D. Tex. 2006).

（91）　Pipes v. Life Investors Ins. Co. of America, 254 F.R.D. 544, 549 (E.D. Ark. 2008). 

（92）　Hyatt v. United Aircraft Corp., Sikorsky Aircraft Division, 50 F.R.D. 242, 247 (D. 

Conn. 1970).

（93）　Pipes v. Life Investors Ins. Co. of America, 254 F.R.D. at 549.
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止請求の当事者適格しかもたないにもかかわらず、損害賠償請求可能な当

事者適格をもつその他のクラス構成員を代表する場合である。例えば、防

弾チョッキの瑕疵により被害を受けた警察官のクラスを州法執行機関が代

表すれば、クラス代表である州法執行機関が請求すべき将来の製造瑕疵を

禁止する差止命令と警察官の損害賠償請求とは典型にはならないことにな

る（94）。

クラス代表とその他のクラス構成員との間に請求される救済での質的相

違が存在するにもかかわらず、典型性が認められることがある。クラスの

うち一部かつ少数の構成員とクラス代表との間で請求される救済が異なる

場合である。クラス代表が差止命令と損害賠償請求権をもち、一方でクラ

ス構成員の一部かつ少数が損害賠償請求権しかもたなくても、典型性は否

定されないと判断されているのである（95）。典型性の要件は、主としてクラ

ス代表が求める救済の形式を審査するものではなく、クラス代表とその

他のクラス構成員がもつ利益の密接な連携関係を示すものである（96）。そこ

で、クラス代表と少数のクラス構成員の救済の差異は些細であり典型性に

影響を与えないと判断されたと考えられる。大部分のクラス構成員とクラ

ス代表の救済が典型であれば、重要な特質における請求の同一性が典型性

判断の主たる要因であるため（97）、救済の相違は些細なものとなり典型性判

断を左右するものではなかったわけである。

（94）　Southren States Police Benev. Association, Inc. v. First Choice Armor & Equipment, 

Inc., 241 F.R.D. 85, 88 (D. Mass. 2007).

（95）　Wyatt, 2005 WL 2780684.
（96）　Gaudin v. Saxon Mortgage Services, Inc., 2013 WL 4029043, *6 (N.D. Cal. 2013).

（97）　NEWBERG ON CLASS ACTIONS, supra note 23, at§3:44.
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おわりに

アメリカ連邦民事訴訟規則Rule 23(a)(3)に定めるクラス・アクション成

立のための典型性の要件は、他の要件と概念的に重複しながら判例の蓄積

とともに明確化されてきた。

それは、クラス代表とクラス全体の損害との間に十分な関連性があると

ともに、クラス代表の利益とクラス全体の利益とを密接に連携させる状態

を意味するのである。この要件の明確化を受けて、クラス代表による自ら

の利益の追求がクラス全体の利益を促進させる誘因であることが典型性要

件の判断基準となったのである。

典型性が否定されるのは、クラス代表とその他のクラス構成員の間で請

求の原因と、請求される救済が異なる場合である。共通性と代表の適切性

の要件が重複してきた過程で示されてきた以上の基準は、典型性の要件が

もつ特別な機能を示す。すなわち、典型性の要件は他の要件を連結する役

割を担うのである。

〈公益財団法人全国銀行学術研究振興財団2016年度研究助成による研究〉

（本学法学部教授）
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